
提

出

者

海

江

田

万

里

平
成
十
三
年
十
二
月
六
日
提
出

質

問

第

三

三

号

入
国
管
理
法
違
反
に
お
け
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
ビ
ル
マ
）
人
退
去
強
制
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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入
国
管
理
法
違
反
に
お
け
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
ビ
ル
マ
）
人
退
去
強
制
者
に
関
す
る
質
問
主
意
書

入
国
管
理
法
第
二
四
条
各
号
に
違
反
し
て
、
退
去
強
制
さ
れ
る
外
国
人
の
送
還
方
法
は
、
同
法
第
五
一
条
以
下
に
、
自
退
去

強
制
の
執
行
規
定
が
あ
り
、
在
留
資
格
「
短
期
滞
在
」
等
で
入
国
し
、
強
制
送
還
さ
れ
る
者
は
自
費
出
国
に
よ
り
強
制
送
還
す

る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
今
回
の
質
問
で
焦
点
と
し
て
い
る
の
は
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も

本
国
に
強
制
送
還
す
る
場
合
、
在
留
資
格
「
短
期
滞
在
」
該
当
者
等
は
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
自
費
出
国
制
度
に
基
づ
き

本
人
が
費
用
を
負
担
し
て
帰
国
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
条
件
も
、
他
国
人
と
同
様
に
（
一
）

有
効
な
旅
券
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
。
（
二
）
目
的
地
な
ど
の
有
効
な
航
空
券
を
所
持
し
て
い
る
こ
と
。
（
三
）
自
費
出
国
許

可
書
の
受
給
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
（
四
）
搭
乗
す
る
航
空
会
社
の
搭
乗
承
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
等
で
あ
る
。
し
か
し
、

ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
場
合
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
本
国
の
税
金
未
納
を
理
由
に
旅
券
の
発
行
が
受
け
ら
れ
ず
、
結
果
と
し
て
必
要
な
条
件

が
整
わ
な
い
場
合
が
多
く
、
送
還
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
の
点
に
つ
い
て
政
府
の

見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

（
一
）

強
制
退
去
必
要
条
件
を
満
た
さ
な
い
た
め
、
日
本
に
滞
留
す
る
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。

一



（
二
）

国
（
特
に
ミ
ャ
ン
マ
ー
）
の
制
度
に
よ
り
、
結
果
的
に
わ
が
国
が
不
利
益
と
な
る
こ
と
に
対
す
る
見
解
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。

（
三
）

こ
の
課
題
に
対
す
る
政
府
の
今
後
の
方
針
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


